
様式 １　公表されるべき事項

国立大学法人長崎大学の役職員の報酬・給与等について（令和７年度）

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②  令和７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和７年度における改定内容

本学の主要事業は教育・研究事業である。役員報酬水準を検討するにあたって，他の国
立大学法人，国家公務員，類似事業を行っている独立行政法人の他，国・地方公共団体が
運営する教育・研究機関のうち，常勤職員数（当該法人2,653人）や教育・研究事業でおおよ
そ同規模と認められる，他国立大学法人も参考としている。

(1)他国立大学法人･･･同じ規模の国立大学法人として千葉大学，新潟大学，金沢大学，
岡山大学，熊本大学をそれぞれ参考としている。（常勤職員数2,500～4,000人程度）
公表資料によれば，令和６年度の各大学の長の年間報酬額は
18,792～21,201千円（平均19,257千円）

(2)事務次官年間報酬･･･23,235千円

業績給については具体的な率を定めるのではなく，本学が定める役員給与規程において，本

給月額については経営協議会の議を経て，また期末特別手当の額は役員ごとの業績に応じて

経営協議会の議を経て，これを変更できることとしている。

役員報酬支給基準は，月額及び期末特別手当から構成されている。月額につ
いては長崎大学役員給与規程に則り，本給月額1,153,000円に諸手当（地域手
当，通勤手当等）を加算して算出している。期末特別手当についても長崎大学役
員給与規程に則り，本給月額+地域手当+（本給月額+地域手当）×100分の20+
本給月額×100分の25の額（期末特別手当基礎額）に，期別支給割合（100分の
175）及びその者の在職期間に応じた割合を乗じた額としている。

令和７年度においては国家公務員の給与の改定に準拠し，次のような改正を
行った。
○令和８年２月１日に本給月額を31,000円引き上げた。
○期末特別手当期別支給割合を100分の172.5から175に引き上げた。

法人の長に準ずる。
本給月額は736,000円～852,000円

法人の長に準ずる。

本給月額は301,400円 （非常勤役員手当として支給）
期末特別手当は支給しない

法人の長に準ずる。
本給月額は736,000円

法人の長に準ずる。

本給月額は301,400円 （非常勤役員手当として支給）
期末特別手当は支給しない。



２　役員の報酬等の支給状況
令和７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

19,751 13,588 5,827
271
65

（地域手当）
（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

14,570 10,040 4,305
200
24

（地域手当）
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

7,181 4,974 2,107 99 （地域手当） R7.9.30 ※

千円 千円 千円 千円

7,390 5,066 2,197
101
25

（地域手当）
（通勤手当）

R7.10.1 ※

千円 千円 千円 千円

14,632 10,040 4,305
200
86

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

14,546 10,040 4,305 200 （地域手当） ※

千円 千円 千円 千円

13,463 8,635 3,961
173
693

（地域手当）
（広域異動手当）

R8.3.30 ◇

千円 千円 千円 千円

3,535 3,535 0 0 （　　　　）

千円 千円 千円 千円

1,759 1,759 0 0 （　　　　） R7.9.30

千円 千円 千円 千円

1,776 1,776 0 0 （　　　　） R7.10.1

千円 千円 千円 千円

12,649 8,672 3,719
173
84

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

3,535 3,535 0 0 （　　　　）

注１：「前職」欄には，役員の前職の種類別に以下の記号を付している。
　　 　退職公務員「*」，役員出向者「◇」，独立行政法人等の退職者「※」，退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」，該当がない場合は空欄
注２：総額，各内訳については千円未満切り捨てのため，総額と各内訳の合計金額は必ずしも一致しない。
注３：「地域手当」とは，民間の賃金水準が高い地域に在勤する常勤役員に支給しているものであり，
　　　人事交流により本学の常勤役員となった場合において，異動等の前日に在勤していた支給地域の
　　　支給割合に達しないとき，異動等の日から３年を経過するまで異動保障による地域手当が支給される。
　　　（1年目は，異動の前日に在勤していた支給地域の支給割合，2年目は，1年目の支給割合の80%
　　　3年目は，1年目の支給割合の60%）
注４：「広域異動手当」とは，人事交流により本学の常勤役員となった場合において，事業所間の距離
　　　及び住居と事業所との距離が60ｋｍ以上のとき，異動の日から３年間（5％～10％）支給される手当
　　　である。
注５：「単身赴任手当」とは，人事交流により本学の常勤役員となった場合において，やむを得ない事情に
　　　により配偶者と別居し，単身で生活することを常況とするときに支給される手当である。

J監事

K監事
（非常勤）

I理事
（非常勤）

前職

H理事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

F理事

E理事

D理事

C理事

G理事
（非常勤）

法人の長

A理事

B理事



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　理事（非常勤）

　監事

　監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

長崎大学は，長崎に根づく伝統的文化を継承しつつ，豊かな心を育み，地球の平和
を支える科学を創造することによって，社会の調和的発展に貢献することを理念として
おり，学長のリーダーシップの下に，１０学部，６研究科，１学環，３研究所及び大学病
院を着実に発展させている。

令和７年度は薬学部が創立１６０周年，経済学部が創立１２０周年を迎え，それぞれ６
月及び１２月に記念式典を挙行した。なお，東日本大震災から１５年の節目となり，本学
が続けてきた福島県における復興支援をさらに発展させ，災害の記憶と教訓を次世代
に伝えるとともに今後の福島の人材育成に貢献するため，令和７年４月に本学と福島県
の包括連携協定を締結した。また，「プラネタリーヘルスの実現を目指し，世界を牽引
する大学へ」というビジョンを掲げている地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-
PEAKS）においては，令和７年７月に宮崎大学及び鹿児島大学と，教育研究等の連
携・協力の推進に関する協定を調印し，キックオフミーティングを開催するとともに，９月
には本学においてサイトビジットを実施した。このほか，多岐にわたる取り組みを学長の
リーダーシップの下に推進している。

そうした中で，長崎大学の学長は，職員数約2,600人（非常勤等含まず）の法人の代
表として，大学における業務を統括し，経営責任者と教学責任者としての職務を同時に
担っている。

本学では，法人化前の国家公務員指定職俸給表を踏まえて学長の報酬月額を定め
ているが，学長の職務内容の特性は上記のとおり法人化以前と同等以上である。また，
学長の報酬額は，人数規模が同規模である民間企業の役員報酬３６，１３８千円と比較
しその水準以下にある。事務次官の令和4年度の年間給与額２３，２３５千円と比べても
それ以下となっている。

以上，これら学長の職務内容・職責及び民間企業，法人化以前の報酬水準との比較
を踏まえると，学長の報酬水準は妥当であると考えられる。

理事の報酬水準の検討にあたっては，法人規模が同等程度の他国立大学法
人（千葉大学，新潟大学，金沢大学，岡山大学，熊本大学）も参考に，国家公
務員指定職俸給表を鑑み報酬水準を決定している。

理事の報酬水準の検討にあたっては，法人規模が同等程度の他国立大学法
人（千葉大学，新潟大学，金沢大学，岡山大学，熊本大学）も参考に，国家公
務員指定職俸給表を鑑み，報酬水準を決定している。

非常勤の報酬については理事の報酬月額をもとに日給を算出し，月の平均勤
務日数を乗じたものを本給月額としている。

監事の報酬水準の検討にあたっては，理事と同様に法人規模が同等程度の他
国立大学法人も参考に，外部からの視点で大学の業務のすべてを監査し，業務
改善への意見を行うという職務の重要性から，理事と同様の水準で決定している。

監事の報酬水準の検討にあたっては，理事と同様に法人規模が同等程度の他
国立大学法人も参考に，外部からの視点で大学の業務のすべてを監査し，業務
改善への意見を行うという職務の重要性から，理事と同様の水準でを決定してい
る。

非常勤の報酬額については監事の報酬月額をもとに日給を算出し，月の平均勤
務日数を乗じたものを本給月額としている。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職，他の同規模の国立大学法人，
民間企業等との比較などを考慮すると，役員の報酬水準は妥当であると考える。



４　役員の退職手当の支給状況（令和７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

4,250 4 1 R7.9.30 1.0 ※

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」，役員出向者「◇」，独立行政法人等の退職者「※」，退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」，該当がない場合は空欄としている。

５　退職手当の水準の妥当性について
【法人の判断理由等】

区分

該当者なし

該当者なし

監事A

法人での在職期間

監事A
（非常勤）

判断理由

該当者なし

　当該理事は，学生・国際担当としてグローバル人材育成の推進，職員のグローバル化対応能
力の向上，ASEAN諸国やアフリカ諸国等からの優秀な外国人留学生の確保，海外の大学との
相互交流の積極的な推進など，顕著な実績を上げ，本学の運営に貢献した。
　当該理事の業績勘案率については，これら担当業務に対する貢献度と国立大学法人評価委
員会が行う法人業績評価の結果を総合的に勘案したうえで，経営協議会の議を経て1.0と決定
した。

該当者なし

法人の長

理事A
（非常勤）

理事A

法人の長

理事A

監事A
（非常勤）

理事A
（非常勤）

監事A



【文部科学大臣の検証結果】

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

業績給については具体的な率を定めるのではなく本学が定める役員給与規程において，本
給月額については経営協議会の議を経て，また期末特別手当の額は役員ごとの業績に応じ
て経営協議会の議を経て，これを変更できることとしている。

在職期間における法人及び個人の業績などを考慮すると，役員の退職手当の水準は妥当であ
ると考える。



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容

　④　 給与制度の令和７年度における主な改定内容

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

国から運営費交付金が措置されていることから，国家公務員の給与水準を十分考慮し，社会一
般の情勢に適合した適性な給与水準とすることとしている。

給与水準を検討するにあたっては，他の国立大学法人及び国家公務員を参考にした。

他国立大学法人は本学と同程度の法人規模の大学（2,600～4,000人）であり，教育・研究の事業

内容も類似する大学を参考としている。
国家公務員・・・令和７年国家公務員給与実態調査において行政職俸給表（一）適用職員の平

均給与月額は414,480円となっており，全国家公務員の給与月額は424,979円となっている。

なお，本学の主な職種における対国家公務員指数は次のとおりである。

事務・技術職員：80.2，医療職員（病院看護師）92.9，教育職員（大学教員）84.1

職員の勤務成績に応じて，賞与時期（6月・12月）における支給割合の増減を行うほか，昇給の
区分（号俸数）を決定する。また，昇格においても勤務成績に応じて昇格・降格を行う。

勤勉手当については6月１日及び12月1日の基準日において在職する職員に対し，基準日以前

6箇月間におけるその者の勤務成績に応じてそれぞれ支給割合を決定する。
昇給については1月1日に昇給期１年間の勤務成績に応じ「Ａ」（８号俸以上）から「Ｅ」（０号俸）ま

での５段階で昇給をさせることができる。

昇格については勤務成績が良好で，かつ本学が定める基準を満たす者は上位の職務の級に

決定することができる。勤務成績が不良な場合は，下位の級に決定することができる。

長崎大学職員給与規程に則り，本給（本給の調整額及び教職調整額を含む），教員特殊業務
給及び諸手当（管理職手当，初任給調整手当，扶養手当，地域手当，広域異動手当，住居手当，
通勤手当，単身赴任手当，特殊勤務手当，超過勤務手当，教員特殊業務割増手当，休日給，夜
勤手当，宿日直手当，管理職員特別勤務手当，期末手当，勤勉手当，期末特別手当及び義務
教育等教員特別手当）としている。

期末手当については，本給（本給の調整額及び教職調整額を含む）及び扶養手当の月額並び
にこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計（長崎大学職員給与規程第25条第2
項第1号及び第2号の表に定める職員にあってはそれぞれの表の区分に対応する加算率を乗じ
て得た額をそれぞれ加算した額）を基礎として，100分の126.25（特定幹部職員は100分の106.25）
を乗じ，さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得
た額としている。

勤勉手当については勤勉手当基礎額（本給（本給の調整額及び教職調整額を含む）の月額並
びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額）に長崎大学期末手当，勤勉手
当及び期末特別手当支給細則に基づいた勤勉手当の成績率等の決定基準により定める割合を
乗じ，さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者在職期間に応じた割合を乗じて得た額
としている。

国家公務員の給与の改定を参考とし，本学では令和7年度に次のような改定を行った。

・令和8年2月1日に若年層に重点を置きつつもすべての年齢層で同程度に本給月額を引上げ，

平均3.3％増額した。

・令和７年度期末勤勉手当の年間支給月数を0.025月（期末手当0.0125月，勤勉手当0.0125月）

引き上げ4.625月（令和6年度4.6月）分を支給した。

・長崎市に勤務する職員の地域手当は，本給，管理職手当及び扶養手当の月額の合計額の3％

に相当する額としていたが，令和7年4月1日以降これを廃止した。ただし令和７年度中は経過

措置として2％に相当する額としている。



２　職員給与の支給状況等

　①　常勤職員の数

注：常勤の在外職員、任期付職員及び再雇用職員を含む全ての常勤職員の総数

　②　職種別支給状況

うち通勤手当等

人 歳 千円 千円 千円 千円

2,129 43.4 6,603 4,774 57 1,829
人 歳 千円 千円 千円 千円

481 42.4 5,832 4,227 69 1,605
人 歳 千円 千円 千円 千円

604 51.8 8,691 6,212 52 2,479
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

705 38.8 5,634 4,112 55 1,522
人 歳 千円 千円 千円 千円

16 47.7 7,884 5,648 0 2,236
人 歳 千円 千円 千円 千円

15 41.2 6,053 4,349 0 1,704
人 歳 千円 千円 千円 千円

21 43.3 7,804 5,708 148 2,096
人 歳 千円 千円 千円 千円

45 36.6 6,633 4,883 64 1,750
人 歳 千円 千円 千円 千円

229 39.1 5,563 4,049 44 1,514
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 48.5 5,260 3,848 75 1,412
人 歳 千円 千円 千円 千円

10 35.8 6,126 4,465 75 1,661
人 歳 千円 千円 千円 千円

211 44.4 8,088 8,088 43 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

211 44.4 8,088 8,088 43 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

8 43.8 11,156 10,120 0 1,036

人 歳 千円 千円 千円 千円

3 44.5 5,089 5,089 92 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

3 44.5 5,089 5,089 92 0

在外職員

任期付職員

教育職種
（大学教員）

その他

区分 うち賞与

全常勤職員（令和８年４月１日時点）：3,476人

うち同一の職種等により通年で給与が支給された職員（対象常勤職員）：2,382人

うち所定内

医療職種
（病院医師）

平均年齢人員

医療職種
（病院看護師）

事務・技術

医療職種
（病院医療技術職員）

令和７年度の年間給与額（平均）

常勤職員

総額

その他医療職種

その他

常勤職員（年俸制）

教育職種
（大学教員）

その他

教育職種
（大学教員）

海事職種

海技職種

教育職種
（附属高校教員）

教育職種
（附属義務教育学校教員）



人 歳 千円 千円 千円 千円

25 64.0 3,583 2,988 83 595
人 歳 千円 千円 千円 千円

21 64.1 3,572 2,981 87 591
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 63.5 3,642 3,029 62 613

人 歳 千円 千円 千円 千円

227 47.6 3,922 2,866 85 1,056
人 歳 千円 千円 千円 千円

187 47.7 3,881 2,813 86 1,068
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 33.5 3,666 3,666 48 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

29 51.9 4,144 3,014 84 1,130
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 35.7 4,346 3,151 87 1,195
人 歳 千円 千円 千円 千円

注１：　【常勤職員】【常勤職員（年俸制）】には，【在外職員】，【任期付職員】及び【再雇用職員】を含まない。

注２：　「教育職種（大学教員）」には，診療行為を行う教育職員を含む。

注３：　「海事職種」とは，船舶の船長，機関長，一等航海士等の業務を行う職種をいう。

注４：　「海技職種」とは，船舶の甲板長，操機長，司厨長等の業務を行う職種をいう。

注５：　「教育職種（附属高校教員）」とは，附属特別支援学校教員をいう。

注６：　「教育職種（附属義務教育学校教員）」とは，附属幼稚園，附属小学校，附属中学校の教員をいう。　

注７：　【常勤職員】の「その他医療職種」は病院以外に勤務する保健師を，「その他」は特任研究員及び戦略職員をいう。

注８：　【非常勤職員】の「その他」は特任研究員をいう。

 注９： 【常勤職員（年俸制）】の「その他」，【任期付職員】の「教育職種（大学教員）」，【再雇用職員】の「医療職種（病院看護師）」，

　　　「海技職種」，【非常勤職員】の「その他」については，該当者が２人以下のため当該個人に関する情報が特定されるおそれの

　　　あることから，区分以外は記載せず，常勤職員（年俸制），任期付職員，再雇用職員，非常勤職員それぞれの全体の数値から

　　　も除外している。　

注１０： 「通勤手当等」とは，通勤手当と在宅勤務手当の合算をいう。

注１１： 「年間給与額」は，時間外手当を除く給与の額をいう。

医療職種
（病院看護師）

技能・労務職種

医療職種
（病院医療技術職員）

その他

医療職種
（病院医療技術職員）

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

海技職種

教育職種
（附属高校教員）

事務・技術

再雇用職員



③

注1：　②の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下，⑤まで同じ。

注2：　｢四分位｣とは，ばらつきの度合を示す指標である。

　　　　｢第1四分位｣とは，年齢別の年間給与額を小さい順に並べたときの小さい方から25%目の額，｢第3四分位｣とは，

　　　　小さい方から75%目の額とする。

注3：年齢20～23歳の該当者は4人であるため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから，

　　　年間給与額の第1・第3分位については表示していない。

注１：　年齢20～27歳の該当者はいないため，年間給与に関する折れ線は表示していない。

注2：　年齢28～31歳の該当者は4人であるため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから，

　　　年間給与額の第1・第3分位については表示していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)
〔年俸制適用者，在外職員及び再雇用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕



④

（事務・技術職員職員）

平均
人 歳 千円

部長 8 57.8 9,126 11,102 ～7,858

次長 1

課長 37 52.0 8,151 10,283 ～6,735

課長補佐 49 48.7 6,926 11,634 ～4,985

係長 147 45.7 6,123 7,268 ～4,910

主任 91 41.1 5,332 6,639 ～4,281

係員 148 34.7 4,492 6,706 ～3,579

注：次長は1人のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから，
　　平均年齢及び年間給与額は表示していない。

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

教授 190 57.8 10,580 13,436 ～8,334

准教授 187 51.5 8,597 10,142 ～6,895

講師 34 53.1 7,957 8,664 ～7,197

助教 192 46.0 6,891 7,943 ～5,913

助手 1

注：助手は1人のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから，
　　平均年齢及び年間給与額は表示していない。

年間給与額

（最高～最低）
千円

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
千円



（医療職員（病院看護師））

平均
人 歳 千円

看護部長 1

副看護部長 5 54.7 7,496 8,154 ～6,786

看護師長 35 52.6 6,999 7,690 ～6,403

副看護師長 69 48.8 6,394 7,274 ～5,442

看護師 595 36.7 5,380 8,182 ～4,151

注：看護部長は1人のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから，平均年齢及び

　　年間給与額は表示していない。

⑤

○事務・技術職員

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

53.8 53.0 53.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 46.2 47.0 46.6

％ ％ ％

         最高～最低 56.4～42.2 56.4～41.8 55.0～42.9

％ ％ ％

54.2 54.0 54.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45.8 46.0 45.9

％ ％ ％

         最高～最低 56.4～36.8 56.5～36.8 56.5～36.8

○教育職員（大学教員）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

50.4 50.4 50.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 49.6 49.6 49.6

％ ％ ％

         最高～最低 64.3～43.4 64.7～43.2 61.1～43.5

％ ％ ％

54.9 54.7 54.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45.1 45.3 45.2

％ ％ ％

         最高～最低 56.4～40.7 64.7～37.1 60.0～39.9

千円

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

賞与（令和７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員
（病院看護師））

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）



○医療職員（病院看護師）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

51.3 53.5 52.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 48.7 46.5 47.6

％ ％ ％

         最高～最低 56.4～43.8 47.9～43.2 52.5～44.8

％ ％ ％

54.4 54.3 54.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45.6 45.7 45.7

％ ％ ％

         最高～最低 56.4～41.1 56.5～41.2 56.5～41.2

３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

80.2
89.8
79.4
89.1
93.3

講ずる措置
国家公務員の給与水準を考慮し，社会一般の情勢に適合した適正
な給与水準の維持に努める。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める財政支出の割合　27.0%】
（国からの財政支出額　19,487百万円,支出予算の総額　72,193百
万円：令和7年度予算）
【累積欠損額　なし】
【管理職の割合　9.6%（常勤職員数481人中46人）】
【大卒以上の高学歴者の割合　79.4%（常勤職員数481人中382人）】

（法人の検証結果）
本学における令和7年度予算の国からの財政支出額は約195億円と
なり，ガイドラインによる国の財政支出規模の大きい法人（支出額100
億円以上）に該当することとなるが，累積欠損がないこと，管理職の
割合（国における行政職（一）６級以上の割合16.8%）が低いこと，本
学の規模（１０学部，６研究科，１学環，３研究所及び大学病院），対
国家公務員指数及び他国立大学法人指数が100未満であること等
を勘案した結果，給与水準は適切と思われる。

（文部科学大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は，職務の特性や国家公務員，民間企業の
従業員の給与等を勘案し，設定の考え方を明らかにすることが求め
られており，国家公務員と比べて給与水準が高い法人は，その合理
性及び妥当性について，説明責任を果たすべきこととされている。
（独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日
閣議決定））
当該法人は，国家公務員の給与及び他の国立大学法人の給与等
を総合的に勘案したうえで，職員の給与水準を設定しており，法人
における給与水準の妥当性の検証結果から，適切な対応が執られ
ていると考える。引き続き，適切な給与水準の設定に努めていただ
きたい。

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　

・年齢・地域勘案

・年齢・学歴勘案

・年齢・地域・学歴勘案

（参考）対他法人　

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

項目 内容

管理
職員

区分



○医療職員（病院看護師）

92.9
95.9
92.8
96.2
94.3

○教育職員(大学教員)と国家公務員との給与水準の比較指標　８４．１

注：上記比較指標は，法人化前の教育職(一)と行政職(一)の年収比率を基礎に，令和７年度の

教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した数字である。

講ずる措置
国家公務員の給与水準を考慮し，社会一般の情勢に適合した適正
な給与水準の維持に努める。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める財政支出の割合　27.0%】
（国からの財政支出額　19,487百万円,支出予算の総額　72,193百
万円：令和7年度予算）
【累積欠損額　なし】
【管理職の割合　0.85%（常勤職員数705人中6人）】
【大卒以上の高学歴者の割合52.2%（常勤職員数705人中368人）】

（法人の検証結果）
本学における令和７年度予算の国からの財政支出額は約195億円と
なり，ガイドラインによる国の財政支出規模の大きい法人（支出額100
億円以上）に該当することとなるが，累積欠損がないこと，管理職の
割合（国における医療職（三）５級以上の割合0.97%）が低いこと，本
学の規模（１０学部，６研究科，１学環，３研究所及び大学病院），対
国家公務員指数及び他国立大学法人指数が100未満であること等
を勘案した結果，給与水準は適切と思われる。

（文部科学大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は，職務の特性や国家公務員，民間企業の
従業員の給与等を勘案し，設定の考え方を明らかにすることが求め
られており，国家公務員と比べて給与水準が高い法人は，その合理
性及び妥当性について，説明責任を果たすべきこととされている。
（独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日
閣議決定））
当該法人は，国家公務員の給与及び他の国立大学法人の給与等
を総合的に勘案したうえで，職員の給与水準を設定しており，法人
における給与水準の妥当性の検証結果から，適切な対応が執られ
ていると考える。引き続き，適切な給与水準の設定に努めていただ
きたい。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　

・年齢・地域勘案

・年齢・学歴勘案

・年齢・地域・学歴勘案

（参考）対他法人　



４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ　総人件費について

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

福利厚生費

注：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載している。

最広義人件費
29,874,211 32,029,847 32,953,16630,458,995

3,610,733 3,724,135 3,882,964 4,039,627

非常勤役職員等給与
11,507,522 12,194,732 13,356,508 13,765,888

退職手当支給額
1,167,028 938,969 940,299 817,252

区　　分

給与、報酬等支給総額
13,588,928 13,601,159 13,850,076 14,330,399

（扶養親族がいない場合）
【事務・技術職員】

○ ２２歳（大卒初任給）

月額 ２４０，０００円 年間給与 ３，５２５，０００円

○ ３５歳（主任）

月額 ３１６，０００円 年間給与 ５，２４３，０００円

○ ５０歳（班長・課長補佐）

月額 ３９１，０００円 年間給与 ６，６５３，０００円

【教育職員（大学教員）】
○ ２８歳（博士課程修了）

月額 ４８４，０００円 年間給与 ５，８０３，０００円

○ ３５歳（講師）
月額 ５７１，０００円 年間給与 ６，８４８，０００円

○ ５０歳（准教授）
月額 ６８４，０００円 年間給与 ８，２０５，０００円

※扶養親族がいる場合には，扶養手当（子一人につき１３，０００円）を支給。

※住居手当や通勤手当，超過勤務実績に応じた超過勤務手当等を別途支給。

職員の勤務成績に応じて，賞与時期（6月・12月）における支給割合の増減を行うほか，昇給の区分
（号俸数）を決定する。また，昇格においても勤務成績に応じて昇格・降格を行う。

勤勉手当については6月1日及び12月1日の基準日において在職する職員に対し，基準日以前6箇

月間におけるその者の勤務成績に応じてそれぞれ支給割合を決定する。
昇給については1月1日に昇給期１年間の勤務成績に応じ「Ａ」（８号俸以上）から「Ｅ」（０号俸）までの

５段階で昇給をさせることができる。
昇格については勤務成績が良好で，かつ本学が定める基準を満たす者は上位の職務の級に決定

することができる。勤務成績が不良な場合は，下位の級に決定することができる。



総人件費について参考となる事項

Ⅳ　定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ　その他

総人件費の増減要因
①給与、俸給等支給総額

令和７年度は国家公務員の給与の改定を参考として，令和８年２月１日に若年層に重点を置きつつも
すべての年齢層で同程度に本給月額を引上げ，平均3.3%増額した。また，期末勤勉手当の年間支給
月数を0.025月（期末手当0.0125月，勤勉手当0.0125月）引き上げ4.625月（令和６年度4.6月）としたこと
及び地域手当が1％減となったことにより，給与支給額が令和６年度に比べ3.5％増（480,323千円増）と
なった。
②退職手当支給額

令和７年度は事務系職員の定年退職がなかったことから，令和６年度に比べ13.1％減（123,047千円
減）となった。
③非常勤役職員等給与

令和７年度は国家公務員の給与の改定を参考として，令和８年２月１日に若年層に重点を置きつつもす
べての年齢層で同程度に本給月額を引上げ，平均3.3%増額した。また，期末勤勉手当の年間支給月数を
0.025月（期末手当0.0125月，勤勉手当0.0125月）引き上げ4.625月（令和６年度4.6月）としたこと及び
地域手当が1％減となったことにより，令和６年度に比べ3.1％増（409,380千円増）となった。

④福利厚生費
職員数及び給与額の増加により，令和６年度に比べ4.0％増（156,663千円増）となった。

⑤最広義人件費
上記①～④の理由により，令和６年度に比べ2.9％増（923,319千円増）となった。

大学教員以外の職員（事務職員，技術職員，附属学校教員）については，令和５年度より，定
年年齢を６０歳（守衛等は６３歳）から段階的に引き上げており，令和１３年度に６５歳とする。定
年年齢の引き上げに伴い，大学教員以外の職員については，６０歳の誕生日以後の最初の４
月１日付で，管理監督職の職員は非管理監督職に，それ以外の役付職員はその他の職に降
任させる制度を設けている。なお，大学教員以外の職員の本給について，６１歳に達する年度
から７割水準とすることとした。また，大学教員の定年年齢については，従前より６５歳であり定
年年齢及び給与の制度に変更はない。

特になし。


